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鳥取市条例第４号 

   鳥取市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例 

 （鳥取市職員の定年等に関する条例の一部改正） 

第１条 鳥取市職員の定年等に関する条例（昭和５９年鳥取市条例第１３号）の一部

を次のように改正する。 

第３条の次に次の１条を加える。 

第３条の２ 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる施設等において業務に従

事する医師及び歯科医師の定年は、年齢７０年とする。 

⑴ 病院及び診療所 

⑵ 保健所 

第６条ただし書及び各号を削る。 

第７条に次のただし書を加える。 

  ただし、第３条の２に規定する者が占める職にあっては、年齢６５年とする。 

附則第７項を次のように改める。 

７ 令和６年４月１日から令和１３年３月３１日までの間における第３条の２の規

定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じて同条中「７０

年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 



令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで ６６年 

令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで ６７年 

令和９年４月１日から令和１１年３月３１日まで ６８年 

令和１１年４月１日から令和１３年３月３１日まで ６９年 

 （鳥取市職員退職手当支給条例の一部改正） 

第２条 鳥取市職員退職手当支給条例（昭和２２年鳥取市告示第５６号）の一部を次

のように改正する。 

  附則第１２項中「第３５条」を「第３５条の２」に改める。 

 附則第１９項中「６０歳」の次に「、附則第１７項に定める者にあっては６５

歳」を加える。 

（鳥取市職員給与条例の一部改正） 

第３条 鳥取市職員給与条例（昭和２６年鳥取市条例第４５号）の一部を次のように

改正する。 

  第４条第７項中「（医師及び歯科医師を除く。）」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （鳥取市職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第２条 任命権者は、基準日（この条例の施行の日（以下「施行日」という。）、令

和７年４月１日、令和９年４月１日、令和１１年４月１日及び令和１３年４月１日

をいう。以下同じ。）から基準日の翌年の３月３１日までの間、基準日における新

条例定年（この条例による改正後の鳥取市職員の定年等に関する条例（以下「新条

例」という。）第３条の２に規定する定年をいう。以下同じ。）が基準日の前日に

おける新条例定年（基準日が施行日である場合には、施行日の前日におけるこの条

例による改正前の鳥取市職員の定年等に関する条例（以下「旧条例」という。）第

３条に規定する定年）を超える職（基準日における新条例定年が新条例第３条の２



に規定する定年である職に限る。）及びこれに相当する基準日以後に設置された職

その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の３月３１日までの間に新条

例第４条第１項又は第２項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日に

おいて同日における当該職に係る新条例定年（基準日が施行日である場合には、施

行日の前日における旧条例第３条に規定する定年）に達している職員（当該規則で

定める職にあっては、規則で定める職員）を、昇任し、降任し、又は転任すること

ができない。 

第３条 任命権者は、基準日から基準日の翌年の３月３１日までの間、基準日におけ

る新条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が常時勤務を要する職でその

職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例

定年をいう。以下同じ。）が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短

時間勤務の職（基準日における新条例定年相当年齢が新条例第３条の２に規定する

定年である短時間勤務の職に限る。）及びこれに相当する基準日以後に設置された

短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職（以下この条において「新条

例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。）に、基準日の前日までに新条

例第１２条に規定する年齢６０年以上退職者となった者（基準日前から新条例第４

条第１項又は第２項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。）

のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時

間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者（当該規則で定める短時間勤務

の職にあっては、規則で定める者）を、新条例第１２条又は第１３条第１項の規定

により採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新

条例第１２条又は第１３条第１項の規定により採用された職員（以下この条におい

て「定年前再任用短時間勤務職員」という。）のうち基準日の前日において同日に

おける当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢

に達している定年前再任用短時間勤務職員（当該規則で定める短時間勤務の職にあ

っては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員）を、昇任し、降任し、又は転



任することができない。 


